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横浜市の水道システムの将来の方向性及び 

神奈川県内の広域連携に関する検討状況について 
 

本市の上水道と工業用水道の水道システムの将来の方向性については、令和５年２月の水道・交通

委員会において、５年度中を目途に方向性を判断していくことをご報告しましたが、要旨を改めてご

説明します（参考資料) 。 

また、このことに関連して、県内５水道事業者（神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県

内広域水道企業団（以下「企業団」という。））の広域連携による施設整備の検討状況と、神奈川県政

策局が策定した「神奈川県水道広域化推進プラン」についてご報告します。 

 

１ 横浜市の水道システムの将来の方向性 

 (1) 上水道の方向性 

   本市では平成 18年に策定した横浜水道長期ビジョンにおいて、取水から浄水場までの基幹的

な水道施設について、将来の水需要に見合った規模で最適化することを掲げ、施設整備を進めて

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小雀浄水場については、取水から浄水までの施設の更新にあたり多額の費用を要するほか、導

水に要するエネルギー消費が大きいことや水質事故リスクが高いことを踏まえ、廃止を視野に

入れ、将来の方向性を検討しています。 

小雀浄水場の将来の方向性は、横須賀市と協議の上、①更新する案と、②県内５水道事業者の

広域連携により企業団の浄水場増強や送水管整備等を行った上で廃止する案について、コスト

や給水の安定性、環境負荷軽減の面から総合的に検討しています。 

 (2) 工業用水道の方向性 

小雀浄水場には工業用水道の処理施設もあ

り、上水道と同様に、①小雀沈でん池等（馬入

川系統）を更新する案と、②必要となる新たな

管路等を整備し、相模湖系統に統合した上で小

雀沈でん池等を廃止する案について、コストや

給水の安定性、環境負荷軽減の面から総合的に

検討しています。 

図１ 浄水場のこれまでの整備の概要 

図２ 工業用水道の施設概要 
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(3) 今後の予定 

上水道と工業用水道の検討を進め、市民やユーザーにとって最適な水道システムとなるよう、

関係者と連携し、令和５年度中を目途に本市の水道システムの将来の方向性をまとめていきます。 

 

２ 神奈川県内の広域連携に関する検討状況 

 (1) ５水道事業者における検討内容 

５水道事業者では、平成 22年に取りまとめた「神奈川県内水道事業検討委員会報告書」を踏

まえ、これまで 15か所あった浄水場を、更新時期に合わせて 11か所に統廃合してきました。 

さらに、小雀浄水場を含む３つの浄水場を仮に廃止し８か所に集約した場合に必要な施設整

備について、令和４年度末までの検討概要をとりまとめました（別紙１）。 

なお、この概要は、1(1)の②で示した「県内５水道事業者の広域連携による企業団の浄水場

増強や送水管整備等」を想定しています。 

 
 

５年度は、施設整備の具体的な内容について引き続き検討を進めていきます。 

また、仮に３つの浄水場を廃止した場合には、下流の水利権を上流で活用する必要があるた

め、河川管理者等の関係者と引き続き協議を進めていきます。 

 (2) 神奈川県水道広域化推進プラン 

全国的に、水道事業を取り巻く経営環境は、急速な人口減少や施設・管路の老朽化等に伴い、

厳しさを増しており、持続的な経営を確保するには、経営基盤の強化を図る必要があることから、

国から都道府県に対して、市町村の区域を越えた広域連携の推進が求められています。 

そこで、神奈川県政策局は、県内水道事業の広域連携の推進方針や、今後の具体的取組内容等

を示す「神奈川県水道広域化推進プラン」を令和５年３月に策定・公表しました（別紙２）。 

表３ 神奈川県水道広域化推進プランの概要 

項目 概要 

検討圏域 

・地域ごとの水道事業者の特性を捉えるため、県東部、県央部、県西部の 

３つの圏域を設定 

・県東部圏域については、本市を含む５水道事業者と三浦市で構成 

経営分析 

(広域化した場合

の将来見通し) 

・圏域ごとに現行の経営形態を継続した場合と、「施設の共同化」など 

による将来見通しを検討 

・いずれの圏域においても、一定の費用削減効果が見込まれると試算 

今後の広域化に

係る推進方針 

・県東部圏域については、５水道事業者で検討している「施設の共同化」と

して、「水道施設の再構築」「上流取水の優先的利用」「取水・浄水の一体

的運用」に係る取組を進めていくことなどを記載（2(1)の内容）  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

５事業者の「施設整備の概要」 
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２-1   将来の水需要 
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    ３-1-1  確保すべき８浄水場能力 

    ３-1-2  確保すべき企業団４浄水場能力 

     ３-1-3  企業団３浄水場の想定増強整備（例） 

 

３-2   送水管路等の施設整備 

     ３-2-1  送水管路等の選定条件 
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     ３-3-1  浄水場施設整備の概算費用 

     ３-3-2  送水管路等整備の概算費用 

３-3-3  施設整備の概算費用 

 

第 4 章  施設整備の評価及び効果                                         

４-1   施設整備の評価及び効果 

４-2   施設整備の効果額 

４-3   CO2 排出量の削減効果 

 

第 5 章  費用負担の基本的な考え方                                 

５-1   企業団事業における費用の負担方法 

５-2   検討の方向性 

 

第 6 章  施設整備の概略工程（案）                             

 

第 7 章  今後の進め方（継続検討及び協議等が必要な事項）                  



 

５事業者（神奈川県・横浜市・川崎市・横須賀市・神奈川県内広域水道企業団（以下、「５事業者」 

と言う。））は、水需要の減少、施設の老朽化や水質事故等への対応強化など、共通する課題の解決に 

向けて、将来を見据えた「水道システムの再構築（水道施設の再構築、上流取水の優先的利用、取水 

・浄水の一体的運用）」の検討を進めている。 

本概要は、令和５年度の「施設整備計画」策定に向け、５事業者でこれまで検討してきた、浄水場 

の統廃合を行う場合に必要となる「施設整備」について、とりまとめを行ったものである。 

今後も継続して、具体的な「費用負担」や「工程」なども引き続き検討を進め、「水道システムの再 

構築」の実現に向けて、一丸となって取り組む。 

 

 

 

第 1 章  要旨                                                                

将来的な水需要の減少や、老朽化した基幹施設等の更新費用の増大などへの対応として、浄水場の統廃

合により、将来の水需要に見合った適正な規模へ段階的にダウンサイジングを行うとともに、浄水場廃止

に伴い必要となる送水管路等と、事故・災害時にバックアップ可能な送水管路等の施設整備について、検

討したものである。これらは、５事業者の施設整備として、検討を進めていく。 

 

 

 浄水場の箇所数及び施設能力を削減して、適正な供給能力にダウンサイジングすることにより、施

設整備費及び維持管理費の削減を図る。 

 必要な送水管路等の整備を行うとともに、バックアップ機能の向上を図る。 

 

 

５事業者が広域的に連携し、これまで開発してきたダム水源施設を最大限に活用しながら、水道施設の

更なる機能強化を図り、給水の安定性の確保と持続可能な事業運営に努める。 
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第 2 章  施設整備の基本条件                                

 

2-1  将来の水需要                                         

施設整備を検討するにあたっては、施設整備完了となる令和 37 年度（2055 年度）を見据えた水需要

の見通しを把握することが求められる。 

これまでの５事業者の水需要実績は、ライフスタイルの変化や節水機器の普及などを背景に、平成４年

度をピークとして減少に転じ、以降緩やかな減少傾向で推移している。（図-1） 

 

 

 
【図-１：水需要の実績】 

 

 

将来の水需要は、過去の実績や統計データなどから、人口減少やライフスタイルの変化、社会活動など

の要因を踏まえて、まず「一日平均給水量」を推計する。 

次に、季節や気象などによる日々の水使用状況の変動を考慮する必要があるため、平均水量から最大水

量を求める換算係数(負荷率）を用いて、年間の最大値である「一日最大給水量」を推計※1）する。 

施設整備の検討は、各水道事業者の「一日平均給水量」と「一日最大給水量」の推計値を集計した将来

の水需要を基本条件として使用する。将来にわたり安定した給水を行うためには、「一日最大給水量」に

対応した施設能力とする必要がある一方で、安定給水に支障がない範囲で、5 事業者で施設の効率性を高

め、整備費用を極力抑えることも重要となる。 

本検討において、「一日平均給水量」は、人口予測の中位及び高位推計などを用いて、２つの推計値を

算出した。「一日最大給水量」は、安定給水を確保するために「一日平均給水量」の高位推計を用いて、

水需要の変動と施設整備の効率的なバランスを考慮し、2 つの推計値を算出することとした。 

※1）一日最大給水量 ＝ 一日平均給水量 / 平均水量から最大水量を求める換算係数（負荷率） 
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施設整備完了となる令和 37 年度（2055 年度）までの水需要の見通しは、人口減少などの影響により、

更なる減少が継続するものと見込まれる（図-2）。 

なお、今後進めていく施設整備にあたっては、必要に応じて最新の水需要の動向を確認しながら、具体

的な検討を行うこととする。 

 

 

 

【図-２：施設整備完了までの水需要の見通し】 

 

 

【水需要の見通し】（令和 37 年度時点） 

水需要 推計値 備 考 

一日平均給水量 

中位推計 225 万 m3/日 送水管路等を検討するために使用 

高位推計 241 万 m3/日  一日最大給水量を求めるために使用 

一日最大給水量 

高位推計※2） 261 万 m3/日 浄水場能力と送水管路等を検討するために使用 

高位推計※3） 276 万 m3/日 浄水場能力を検討するために使用 

 

※2）「一日平均給水量（高位推計）」を、水道事業者共通の換算係数（直近５ヵ年最低値 92.5％を採用）で除して算出 

※3）各水道事業者が推計した「一日最大給水量（高位推計）」の合計値 
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2-2  浄水場の統廃合                                        

５事業者は、これまでに 15 浄水場を 11 浄水場まで統廃合してきた。更に、将来的には８浄水場まで

統廃合を行うことについて検討している（図-３）。そこで、８浄水場への統廃合を実施する場合に必要と

なる施設整備について、「安定給水に必要」かつ「費用が最小限」となるよう施設整備の検討を行った。 

 

 

2-2-1 廃止対象と想定する水道事業者の３浄水場                                           

浄水場の統廃合にあたっては、「老朽化に伴う施設の更新時期」に併せて、「位置エネルギーや水質事故

リスク低減」などを踏まえ、相模川下流の「寒川取水堰等」から取水して処理する水道事業者の３浄水場

（図-４及び表-1）を廃止対象と想定した。 

 

 

【図-３：浄水場の統廃合】 

 

 
【図-４：取水から浄水場までの水位高低図】 

 
 

【表-1：廃止対象と想定する水道事業者の３浄水場】 

廃止想定年度 対象浄水場 取水の位置 施設能力（m3/日） 経 緯 

R１２ 廃止想定 寒川第２浄水場（県水） 寒川地点 120,700※） S42 年完成 

R２２ 廃止想定 
小雀浄水場 

（横浜・横須賀） 
寒川地点 709,700 

S40 年完成 

（拡張工事有） 

R３３ 廃止想定 寒川第３浄水場（県水） 寒川地点 513,000 
S49 年完成 

（S６３年改修） 

R３７ 廃止想定 有馬浄水場（横須賀） 社家地点 73,900 
S29 年完成 

（S54 年改修） 

※）寒川第２浄水場廃止に伴い減量となる寒川浄水場の供給能力を記載 

  現状：633,700 m3/日 寒川第２浄水場廃止後：513,000 m3/日（△120,700 m3/日） 
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2-2-2 存続対象の水道事業者の４浄水場                                             

相模川上流の「沼本地点等」から取水して処理する水道事業者の４浄水場は、施設の更新や再整備によ

り、令和 37 年度時点（2055 年度）で、浄水場総施設能力が「約 96 万 m3/日」となる（表-2）。 

また、廃止対象と想定する水道事業者の３浄水場は、令和 12 年度（2030 年度）から令和 37 年度

（2055 年度）にかけて、段階的に廃止し、施設整備完了後は、現在の７浄水場能力から約 57％のダウ

ンサイジングが見込まれる（図-５）。 
 

【表-２：存続対象の各水道事業者の４浄水場】 

再整備開始(完了)年度 対象浄水場 取水の位置 施設能力（m3/日） 備 考 

R１６～再整備開始予定※） 谷ケ原浄水場（県水） 沼本地点 178,000 ― 

H２６ 再整備完了 川井浄水場（横浜） 鮑子地点（道志川） １６０,700 ― 

～R２２ 再整備完了予定 西谷浄水場（横浜） 沼本地点 ３６６,４00 再整備完了の能力 

H28 再整備完了 長沢浄水場（川崎） 沼本地点 252,600 ― 

水道事業者 ４浄水場   合計 957,700 ≒ 96 万 ― 

※）谷ケ原浄水場の再整備については、開始時期含め、検討中 

 

【図-５：廃止想定年度毎の水道事業者の浄水場総施設能力】 
 
2-2-３ 増強対象の企業団３浄水場                                                  

水道事業者の３浄水場を廃止することにより不足する水量は、相模川と酒匂川の２水系から取水可能

な企業団浄水場の増強により補うこととした。また、施設配置面で企業団の伊勢原浄水場、相模原浄水

場、綾瀬浄水場を増強し、送水することが効率的であることから、この３浄水場を増強対象とした（表-

３）。 

なお、施設整備で各水道事業者が廃止を想定する３浄水場は、施設の老朽化などを勘案し、廃止想定年

度を設定したものであるが、寒川取水堰からの取水減量及び廃止により、取水形態の変更が伴うため、河

川管理者（水利権や相模川の正常流量の取り扱いなど）との協議を要するものとなる。 
 

【表-３：増強対象の企業団３浄水場】 

対象浄水場 取水の位置 現行施設能力（m3/日） 経 緯 

伊勢原浄水場 飯泉地点 204,600 S５１年供給開始 

相模原浄水場 飯泉及び社家地点 490,700 S４９年供給開始 

綾瀬浄水場 社家地点 465,000 H１０年供給開始 

 
 
【浄水場の統廃合】 

■ 廃止想定の水道事業者３浄水場  ： 寒川浄水場（第２、第３） ・ 小雀浄水場  ・ 有馬浄水場 

■ 増強対象の企業団３浄水場     ： 伊勢原浄水場 ・ 相模原浄水場 ・ 綾瀬浄水場 
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第 3 章  施設整備の考え方                                 

 

3-1   浄水場の施設整備                                      

 

3-1-1 確保すべき８浄水場能力（施設整備完了後）                                                   

 施設整備完了後の８浄水場能力の検討にあたっては、事故・災害時、施設更新時などに必要となる「予

備力」を設定する。運用等にも支障をきたすことが無いよう、予備力を加えた「確保すべき８浄水場能力」

を基に、企業団４浄水場能力を検討する。「予備力」は、⽔道施設設計指針（日本水道協会）を参考とし、

標準的な計画浄水量（日最大給水量）の「25％」とした。 

なお、現在（令和３年度実績）の予備力は、「49％」であり、段階的な浄水場の統廃合により、令和 37

年度（2055 年度）の施設整備完了後に、「25％」を見込む（図-6）。 

「確保すべき８浄水場能力（施設整備完了後）」は、一日最大給水量に、予備力を加えた、「約 326～

345 万㎥/⽇」として設定した。 

 

 
【図-6：予備力の考え方】 

 

【確保すべき８浄水場能力】（令和 37 年度時点） 

■ 予備力：計画浄水量（日最大給水量）の「25％」とする（参考：⽔道施設設計指針）  

⇒ 一日最大給水量（２６１ ～ 276 万㎥/⽇） × ２５％                    ＝ 約 65～69 万㎥/⽇ 

■ 確保すべき８浄水場能力（施設整備完了後） 

＝ 一日最大給水量（２６１ ～ 276 万㎥/⽇） + 予備力（６５～69 万㎥/⽇）  ＝ 約３２６～345 万㎥/⽇ 

 

 

3-1-２ 確保すべき企業団４浄水場能力（施設整備完了後）                                   

水道事業者の４浄水場能力は、現在の約 225 万 m3/日（７浄水場）から施設整備が完了する令和 37

年度（2055 年度）には、「約 96 万 m3/日（4 浄水場）」となる。一方、先に求めたそれぞれの「確保す

べき８浄水場能力」から水道事業者の４浄水場能力「約 96 万 m3/日」を差し引いた「約 230～250 万

m3/日」を「確保すべき企業団４浄水場能力」として設定した（図-7）。 

 

 

【確保すべき企業団４浄水場能力】（令和 37 年度時点） 

■ 確保すべき企業団４浄水場能力  

＝ 確保すべき８浄水場能力（約 326～345 万 m3/日）－ 水道事業者４浄水場能力（約 96 万 m3/日） 

＝ 約 230～250 万 m3/日 
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【図-7：施設整備完了後の浄水場能力】 

 

 

3-1-3 企業団３浄水場の想定増強整備（例）（令和 37 年度時点）                                  

企業団３浄水場の「施設整備」については、確保すべき企業団４浄水場能力「約 230～250 万 m3/日」

のうち、施設整備のコストダウンを図る観点から、「最低限確保すべき企業団４浄水場能力」となる「約

230 万 m3/日」を基本として、安定給水に必要な能力を確保した上で、工事規模・工期・費用などを検

討し、決定する。現段階で想定する企業団３浄水場の増強整備（例）を示す（表-4）。 

「ケースⅠ」は、「伊勢原浄水場及び相模原浄水場が沈殿池の傾斜板増強、綾瀬浄水場が１ブロック増

強」であり、「最低限確保すべき企業団４浄水場能力」に対応する増強整備（例）である。 

「ケースⅡ」は、ケースⅠの増強整備（例）に、伊勢原浄水場の揚水ポンプの増強等の改造を加えたも

のであり、想定する最大の増強整備（例）である。 

以降の施設整備の検討は、「ケースⅠ」の最低限確保すべき企業団４浄水場能力となる「約 236 万 m3/

日」を基本として、概算費用や評価及び効果を算定・算出する。 

なお、企業団３浄水場の増強整備により、必要とする企業団全体の施設能力を確保できるため、「西長

沢浄水場」は対象外とし、本検討においては、現行の浄水場能力を設定した。 

 

 

【表-４：企業団浄水場の想定増強整備例（令和 37 年度時点）】 

整備例 伊勢原浄水場 相模原浄水場 綾瀬浄水場 西長沢浄水場 ４浄水場能力 

確保能力 ― 
約 230～250 万 

m3/日 

ケースⅠ 
（最低限確保量） 

沈殿池の傾斜板増設 

【約 23 万 m3/日】 

沈殿池の傾斜板増設 

【約 56 万 m3/日】 
１ブロック 増設 

【約 70 万 m3/日】 

現行浄水場能力 

【約 87 万 m3/日】 

約 236 万 m3/日 

ケースⅡ 
（想定最大確保量） 

沈殿池の傾斜板増設 
＋揚水ポンプ等増強 

【約 28 万 m3/日】 

沈殿池の傾斜板増設 
＋沈殿池等池数増 

【約 65 万 m3/日】 
約 250 万 m3/日 

 

 

【企業団浄水場の想定増強整備後の能力】（令和 37 年度時点）  

■ 想定増強整備後の企業団４浄水場能力（ケースⅠ及びⅡ）： 約 236 万※1） ～ 250 万※2） ｍ３/日 

   ※1）「最低限確保」すべき企業団４浄水場能力（検討のベース） 

   ※2）「想定最大」となる企業団４浄水場能力 
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3-2   送水管路等の施設整備                                    

 

3-２-１ 送水管路等の選定条件                                                                    

水道事業者の３浄水場廃止に伴い必要となる整備を「最低限整備すべき送水管路等」とし、その上で、

事故・災害時などにおいても、可能な限り給水の安定性を確保するため、「バックアップ機能向上（現状

の機能以上）」に繋がる送水管路等を選定する。 

 
 

【送水管路等整備の考え方】 

■ 水道事業者の３浄水場廃止に伴い必要となる送水管路等を整備する。（最低限整備すべき送水管路等） 

■ 併せて、「バックアップ機能向上」に繋がる送水管路等を整備する。（バックアップ機能向上を図る送水管路等） 

 

 

3-2-２ 送水管路等の条件別抽出                                                   

水道事業者の３浄水場廃止に伴い必要となる送水管路等（災害時等のバックアップ機能向上など含む）

の選定にあたっては、まず、浄水場・取水地点の停止を想定し、必要となる送水管路等を抽出した。一日

平均給水量「225 万 m3/日」及び一日最大給水量「261 万 m3/日」を用いて、４つのバックアップ条件

（①-1：１浄水場全停止 ①-2：１浄水場 1/2 停止、②-1：１取水地点全停止 ②-２：１取水地点 1/2 停

止）を設定※）し、条件ごとに必要となる送水管路等を抽出した（図-8）。 
※）バックアップ条件①-1 及び②-1 は、災害時でも一日平均給水量（225 万 m3）が供給可能なものとして設定 

バックアップ条件①-2 及び②-2 は、施設更新時などでも一日最大給水量（261 万 m3）が供給可能なものとして設定 

 
 
 

 
【図-8：送水管路等のバックアップ条件別抽出結果】 
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条件①-１ 条件①-2 

条件②-２ 条件②-１ 



 
 

これらの条件について、１取水地点が停止した場合は、相模川と酒匂川の２水系３取水地点間で相互に

連携し、他の取水地点から取水量の一部を融通して、浄水場へ送ることが可能であることから、１取水地

点が停止した場合（上記②-1、②-２）よりも、１浄水場が停止した場合（上記①-1、①-２）の方が、他の浄

水場からバックアップするために、より多くの送水管路等が必要となる結果であった。 

そのため、条件②-１により抽出された送水管路等（抽出結果）は、すべて条件①-１の抽出結果に含ま

れ、同様に条件②-２の抽出結果は、すべて条件①-２の抽出結果に含まれる整備内容となることから、条

件①-１、①-２の各整備案によるバックアップ機能を比較することとした。一日平均給水量を使用して、

「１浄水場全停止」した場合のバックアップ可能率を算出すると、条件①-１の整備案では 100％、条件

①-２の整備案では 87％となった。（表-5）。なお、バックアップ可能率は、一日平均給水量に対するバ

ックアップ可能な供給量の割合として示した（図-9）。 

 

 

 

【図-9：バックアップ可能率の考え方（イメージ）】 

 

 

 
【バックアップ機能向上を示す指標：１浄水場全停止時】 

■ バックアップ可能率 ＝ （ バックアップ可能な供給量 / 一日平均給水量 ）× 100％ 

 
 

 

【表-5：1 浄水場全停止時のバックアップ可能率】 

― 現状 条件➊-1 の整備 条件➊-2 の整備 

１浄水場全停止時のバックアップ可能率 ６９％ １００％ ８７％ 
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3-２-３ 送水管路等の選定結果                                                                     

3-2-１の選定条件と 3-2-２の条件①-１及び①-２の整備案を基に、既存送水管路等の配置状況や各

水道事業者の地域特性など、各送水管路等の目的・用途などを精査し、最終的に「再構築に伴い必要とな

る整備」を選定した（図-10）。 

 

 

 

【図-10：主な送水管路の選定結果】 

 

 

選定された「再構築に伴い必要となる整備」を実施した場合、一日平均給水量を使用して、１浄水場全

停止時のバックアップ可能率は、現状（令和２年度）の「69％」に対し、施設整備後は「96％」に向上

する。 

 

 

【バックアップ可能率】（１浄水場全停止の場合） 

■ 現状（令和 2 年度） 69％  →  送水管路等整備完了後（令和 37 年度） 96％ 
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3-３  施設整備の概算費用                                                       

 

3-３-１ 浄水場施設整備の概算費用                                             

５事業者の再構築にかかわる「企業団３浄水場想定増強」の概算費用※）を試算した（表-6）。 

 

 

【表-6：企業団３浄水場想定増強に伴う概算費用】 

増強整備例 伊勢原浄水場 相模原浄水場 綾瀬浄水場 浄水場施設整備費 

現行施設能力 204,600 m3/日 490,700 m3/日 465,000 m3/日 ― 

ケースⅠ 

（最低限確保量） 

【234,400 m3/日】 【561,700 m3/日】 【697,500 m3/日】  

約 12 億円 約 13 億円 約 420 億円 約 445 億円 

 
 

3-３-２ 送水管路等整備の概算費用                                        

送水管路等の整備として、「水道事業者３浄水場廃止に伴い必要となる送水管路等（通常時使用）」及び

「バックアップ機能向上に繋がる送水管路等」の概算費用※）を試算した（表-7）。 

 

 

【表-7：送水管路等整備の概算費用】 

送水管路等の分類 送水管路等整備費 

水道事業者３浄水場廃止に伴い必要となる「最低限整備すべき送水管路等」（通常時使用） 約 385 億円 

バックアップ機能向上に繋がる送水管路等（バックアップ機能向上） 約 263 億円 

合 計 約 648 億円  

 

 

 

3-３-３ 施設整備の概算費用                                                  

企業団３浄水場施設増強及び送水管路等の施設整備の概算費用※）は、「約 1,093 億円」と見込まれる

（図-11）。 

 

 

【図-11：施設整備の総概算費用】 

 

※）現時点（令和４年度検討）での試算額 
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第 4 章  施設整備の評価及び効果                                               

４-１  施設整備の評価及び効果                                          

先に述べた施設整備の考え方を踏まえ、施設整備完了時点（令和 37 年度）での主な評価指標を算出

した。浄水場施設能力は、現状（令和４年度）と比較すると、「約 22％」のダウンサイジングを図り、

事故・災害時などに対する安定性を図るために必要な予備力は、「約 25％以上」確保する。その結果、

安定給水に支障がない範囲で、施設利用率の適正化が図られる。また、送水管路等の整備については、

８浄水場のうち、１浄水場停止時のバックアップ可能率は、96％まで向上する。また、現在の 11 浄水

場を各水道事業者が各々「独自更新※）」した場合と５事業者共通の施設整備として「再構築」を実施し

た場合を比較すると、施設規模の適正化や施設効率の向上が図られるものと考えられる（表-8）。この

他、施設整備費、維持管理費、CO2 排出量の削減効果については、次項に記載する。 

※）企業団浄水場の増強や送水管路等の整備を実施せず、廃止対象３浄水場を更新（寒川浄水場、小雀浄水場は寒川事業分を縮小した

能力での更新と想定）して、11 浄水場とした場合。 

 

 

【主な指標の定義】 
■ ダウンサイジング率（対現状比） ： 浄水場能力の削減規模を示す指標 

＝ {1  - （ 全浄水場能力 /  現状浄水場能力）} × 100％ 

■ 予備力（率） ： 施設更新時の計画浄水量確保、災害・事故等に対する安定性を図るために必要な確保量の割合を示す指標 

＝ {（全浄水場能力 –  一日最大給水量） /  一日最大給水量}  × 100％ 

■ 施設利用率  ： 施設の利用状況を示す指標 

＝ 一日平均給水量  / 全浄水場能力 × 100％ 

■ バックアップ可能率 ： １浄水場全停止時のバックアップ機能向上の程度を示す指標 

＝  バックアップ可能な供給量  /  一日平均給水量  × 100％ 

 

 

【表-8：施設整備の主な指標】 

主な指標 現 状 独自更新 
再構築 

ケースⅠ（最低減確保量） 

浄水施設関連 

ダウンサイジング率（％） ― 12％ 22％ 

予備力（％） 49％ 45％ 28％ 

施設利用率（％） 63％ 60％ 68％ 

送水管路等施設関連 

バックアップ可能率（％） 69％ 72％ 96％ 

  
 
 
 
 

「独自更新」と「再構築」の比較（令和 37 年度時点） 
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４-２  施設整備の効果額                                        

浄水場の箇所数及び施設能力を削減し、適切な供給能力にダウンサイジングし、再構築することより、

「浄水場整備費」は、11 浄水場を独自更新した場合と比較し、「約 1,271 億円」の更新費用削減が見込

まれる。 

一方、バックアップ機能の強化に必要な送水管路等の整備も含めると、「送水管路等整備費」は、独自

更新した場合と比較して、「約 369 億円」の増加となる。 

これらを合計すると、浄水場及び送水管路等の施設整備費は、独自更新（11 浄水場）した場合と比較

して、「約 902 億円」の削減効果が見込まれるものと試算した（図-12）。 

維持管理費は、「約 24 億円/年」の削減効果※1）が見込まれるものと試算した。なお、この削減効果は、

上流取水の優先的利用により、令和 37 年度（2055 年度）の一日平均給水量（約 225 万 m3）のうち、

企業団の西長沢浄水場で処理する水量を沼本地点（上流域）で全量取水し、電力費等の削減を想定して試

算したものである。また、当面は、沼本地点未利用分を活用することに加え、宮ヶ瀬ダム開発水量の範囲

で、取水地点を寒川地点（下流域）から社家地点（中流域）に移す取水形態として「約 13 億円/年」の

削減効果※）が見込まれるものと試算した。 

※1）修繕費・電力費・排水処理費等の削減 

 

 

【図-12：施設整備費用の削減効果（「独自更新」と「再構築」を比較した場合）】 

 
 
 
【施設整備の効果額（削減額）】 

■ 独自更新（11 浄水場）と 再構築（8 浄水場）を比較した場合の効果額※2） 

・ 約 902 億円 削減 

・ 維持管理費  約 24（億円/年）削減   （沼本地点（上流域）での「上流取水の優先的利用」） 

当面は、約 13（億円/年）削減    （沼本地点未利用分の活用と社家地点（中流域）の利用） 

 

※2）現時点（令和４年度検討）での試算額 
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４-３ CO2 排出量の削減効果                                    

令和 37 年度（2055 年度）の施設整備完了後の CO2 排出量の削減効果は、約 26,700（ｔ-CO2/年）
※）」と見込まれるものと試算した。 

本取組みによる CO2 排出量の削減効果は、上流取水の優先的利用により、令和 37 年度（2055 年度）

の一日平均給水量（約 225 万 m3）のうち、企業団の西長沢浄水場で処理する水量を沼本地点（上流域）

で全量取水した場合を想定し、試算したものである。 

また、当面は、沼本地点未利用分を活用することに加え、宮ヶ瀬ダム開発水量の範囲で、取水地点を寒

川地点（下流域）から社家地点（中流域）に移す取水形態として、河川協議を進める。その間の CO2 排

出量の削減効果は、「約 200（ｔ-CO2/年）」と見込まれるものと試算した。 

なお、取水形態の違いにより CO2 排出量の削減効果は異なるが、「施設整備の内容」に変更が生じるも

のではない。 

※）令和 37 年度時点の一日平均給水量（225 万 m3/日）を「西長沢浄水場：沼本取水」、「伊勢原及び相模原浄水場：飯泉取水」、「綾瀬

浄水場：社家取水」として、配分した。 

 

 

【CO2 排出量の削減効果】 

■ 独自更新（11 浄水場）と 再構築（8 浄水場）を比較した場合 

・ 約 26,700（ｔ-CO2/年） 削減       （沼本地点（上流域）での「上流取水の優先的利用」） 

当面は、 約 200（ｔ-CO2/年） 削減  （沼本地点未利用分の活用と社家地点（中流域）の利用） 

 

 

 

【独自更新」と「再構築」の比較（令和 37 年度時点）】 
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※）当面：200（t-CO2/年）削減 



 
 

次のとおり、主要項目をとりまとめる（表-9）。 

 

【表-9：総括表※１）】 

項 目 
現 状 

（11 浄水場） 

独自更新 

（11 浄水場） 

再 構 築（８浄水場） 

ケースⅠ（最低限確保量） 

水需要（m3/日） 

一日平均給水量（中位推計） 2,693,482 2,253,500 

一日最大給水量 2,871,696 2,605,100※2） 

浄水場施設能力（m3/日） 

水道事業者の浄水場 2,254,600 1,754,800 957,700 

企業団の浄水場 2,032,300 2,032,300 2,365,600 

合    計 4,286,900 3,787,100 3,323,300 

概算整備費 

企業団３浄水場増強※3） ― ― 445 億円 

送水管路等※4） ― ― 648 億円 

合    計 ― ― 1,093 億円 

浄水施設関連の指標 

ダウンサイジング率 ― 12％ 22％ 

予備力 49％ 45％ 28％ 

施設利用率 63％ 60％ 68％ 

送水管路等施設関連の指標 

バックアップ可能率 69％ 72％ 96％ 

施設整備費用の削減効果 （独自更新と再構築を比較した場合） 

施設整備費 ― 2,212 億円 1,310 億円 

削減額 ― ― 902 億円 

維持管理費用の削減効果 （独自更新と再構築を比較した場合）  上段：上流取水：下段：当面 

維持管理費 ― 156 億円/年 1３２億円/年※5） 

削減額 ― ― ２４億円/年 

維持管理費 ― 156 億円/年 143 億円/年※6) 

削減額 ― ― 13 億円/年 

CO2 排出量（t-CO2/年）の削減効果 （独自更新と再構築を比較した場合） 上段：上流取水：下段：当面 

CO2 排出量 ― 114,300 87,600※5) 

削減量 ― ― 26,700 

CO2 排出量 ― 114,300 114,100※6) 

削減量 ― ― 200 

※１） 現時点（令和４年度検討）での試算値及び試算額 

※2） 水道事業者共通の換算係数として、過去５ヵ年実績最低値（平成 30 年度：92.5％）を用いて算出したもの 

※3） 増強対象の企業団３浄水場 : 「伊勢原浄水場」 、 「相模原浄水場」 、 「綾瀬浄水場」 

※4） 送水管路等：「水道事業者３浄水場廃止に伴い必要となる送水管路等」及び「バックアップ機能向上に繋がる送水管路等」の合計 

※5）既存ダム開発水量を超えた「上流取水の優先的利用」により、沼本地点（上流域）を活用した場合 

※6）宮ヶ瀬ダム開発水量の範囲で、寒川地点（下流）から社家地点（中流域）に移し、沼本地点未利用分を活用した場合 
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第 5 章  費用負担の基本的な考え方                                                    

再構築に伴う５事業者の施設整備を実施していくためには、費用負担の整理が不可欠である。施設整備

費は水道料金収入や補助金等で賄われることから、各事業者が県民・市民への説明責任を果たすことので

きる合理的な負担方法を検討していく必要がある。 

５事業者の施設整備は、浄水場の統廃合を主軸としており、構成団体の３浄水場を廃止し、企業団浄水

場を増強することで８浄水場体制を構築することから、企業団施設の整備が中心となっており、企業団事

業における施設整備費の負担方法について検討していく。 

 

 

５-１ 企業団事業における費用の負担方法                                

企業団は二部料金制を採用しており、人件費や資本費等を固定費として基本料金で、薬品費や動力費等

を変動費として使用料金で回収している。施設整備費を回収する基本料金の各構成団体の負担割合は、配

分水量に応じた設備投資を行うものとして、配分水量比で経費を分担する責任水量制を採用してきた。ま

た、水道の広域化の見地から、水源や水系、給水地点に関わらず統一の料金とする統一料金制を採用して

いる。 

創設事業、相模川水系建設事業第１期において、責任水量制、統一料金制を原則とする受水費により経

費を回収してきた過去の実績から、再構築事業における費用負担についても、受水費負担を基本として検

討していく。 

 

 

【費用負担の基本的な考え方】 

■ 「水量による受水費負担」を基本とする。 

 

 

５-２ 検討の方向性                                            

受水費負担について検討する上で課題となる「開発水量に対する責任」等の考え方を整理し、費用負担

方法の基本的な事項について５事業者の共通認識を形成する。 
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第 6 章  施設整備の概略工程（案）                                                     

本概要における施設整備の概略工程は、次のとおりと想定した（図-13）。具体的な工程は、河川協議（河川環

境等）の状況も踏まえ、令和５年度にとりまとめを行うこととする。 

なお、今後の社会情勢の変化や最新の水需要の見通しを踏まえ、その時点で最適となる施設整備を目指し、適

宜確認しながら、検討を進める。 

 

 
【図-13：施設整備の概略工程（案）】 

 

第 7 章  今後の進め方（継続検討及び協議等が必要な事項）                                  

令和 5 年度の５事業者の「施設整備計画」策定に向け、以下の事項を継続して検討する。なお、「河川

協議（取水計画や河川流量）」や「上流取水の優先的利用」については、河川環境、新たな水源措置、治

水・利水の再編（将来的な事業展開）など、水道事業のみならず総合的な視点での政策として、県行政全

体を含めて検討・協議を実施する。 

■ 費用負担のあり方 

・各水道事業者の費用負担 

■ 施設整備の具体的な内容や工程（段階的な浄水場の施設整備と送水管路等施設整備） 

・企業団３浄水場増強及び各送水管路等施設整備とスケジュール 

■ 水利権の整理：段階的な浄水場の統廃合による水利権の取扱い（段階的な取水計画） 

・宮ヶ瀬開発水量の取扱いに関する検討課題の整理 

・寒川地点の水利権（工業用水道含む）の取扱いを整理 

■ 取水・浄水・送水の一体的運用の仕組みの構築 

・目指すべき水運用の検討 

■ 上流取水の優先的利用 

・脱炭素（CO２削減）、停電による断水リスクや水質事故リスクの低減を図るため、上流取水の 

実現に向け、多角的な視点（河川管理者や関係者との調整）で検討・協議 

・寒川取水の廃止に伴う工業用水道は、沼本地点（上流域）での取水が必要となるため、水利権 

の確保に向けて検討・協議 

■ 河川協議（段階的な取水計画と河川流量（基準地点流量）の取扱いなど） 

・水利使用許可権者及び河川管理者との調整 

■ 補助金に関する事項（新たな補助金要望など） 

・厚生労働省及び国土交通省との調整 
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〇

〇

〇

(1) 目的と背景

(2) 検討圏域

(1) 水道事業者等の現状分析

〇

〇

〇

〇

(2) 現行の経営形態を継続した場合の将来見通し（推計期間：令和３～47年度）

〇

〇

〇

〇

(3) 広域化した場合の将来見通し（推計期間：令和３～47年度）

図１ 検討圏域と特徴 図２ 広域化の主な類型

経営統合

④事業統合

③経営の一体化

②管理の一体化

（システムの共同化）

①施設の共同化

（共同設置・共同利用）

災害時等の応援協定、備蓄資材の共同整備

業務の共同化

● 認可上で事業を一つに統合する方法（水平統合・垂直統合）

（水道料金は統一される）

● 同一の経営主体が複数の水道事業等を経営する方法

（水道料金は統一されない）

● 管理組合等に管理を委託する方法

● 管理業務やシステムを共同で委託・発注する方法

● 取水場、浄水場、配水池、水質試験センター、

緊急時連絡管等、を共同で建設・保有する方法

水道事業を取り巻く経営環境は、急速な人口減少や施設・管路の老朽化等に伴い、厳しさ

を増しており、持続的な経営を確保するには、経営基盤の強化を図る必要があり、水道事

業の広域化が求められる。

そこで、県内水道事業の広域化の推進方針や今後の具体的取組内容等を示す神奈川県水道

広域化推進プラン（以下、｢プラン｣と言う）を策定する。

地域ごとの水道事業者の特性を的確に捉え、水道事業の広域化の実効性を高めるため、県

東部、県央部、県西部の３つの圏域を設定し、検討を行う。

＜県央部圏域＞

〇 圏域を構成する水道事業者等

神奈川県企業庁（箱根地区水道事業除く、県東部圏域を兼ねる）、

秦野市、座間市、愛川町、相模原市、清川村

〇 圏域の特徴

座間市、秦野市は自己水源に加えて神奈川県企業庁から分水を受

けていることや、相模原市、愛川町は神奈川県企業庁の給水区域

を含むなど、神奈川県企業庁との深い関わりがある圏域である。

＜県西部圏域＞

〇 圏域を構成する水道事業者等

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、

山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、

神奈川県企業庁（箱根地区水道事業）

〇 圏域の特徴

従前から水道事業の広域化に向けた検討が進めら

れており、主に地下水などの個別の水源を活用し

ている圏域である。

＜県東部圏域＞

〇 圏域を構成する水道事業者等

神奈川県企業庁（箱根地区水道事業除く、県央部圏域を兼ねる）、横浜市、川崎市、横須賀市、

三浦市、神奈川県内広域水道企業団

〇 圏域の特徴

神奈川県企業庁、横浜市、川崎市、横須賀市の４水道事業者は、共同で水源開発を行うとともに

重複投資を避けるため神奈川県内広域水道企業団を創設するなど、従前から広域的な取組が行わ

れている。三浦市も相模川の水を横須賀市経由で給水しており、同一の水源を活用している圏域

である。

本県の水道事業は、従前から広域化及び水道施設等の共同化に取り組んでいる。

地域の特性に応じた水道施設等の整備が進められた結果、全国的に見ても安価な水道料

金で、安定的な給水が実現している。

水道施設の老朽化が進行している。

若年層の職員が少なく、職員の年齢構成に偏りが生じている。

給水人口の減少に伴い有収水量（料金徴収の対象となる水量）は、令和２年度実績に対

し、令和47年度には県全体で約８割に減少する。

老朽化した水道施設の更新費用は、平成27年度から令和元年度までの５年間の実績平均

に対し、令和47年度には県全体で約1.6倍に増加する。

現状の運営状況を料金改定により維持した場合、水道料金は令和元年度末時点と比べて、

令和47年度には県全体で約1.4倍に増加する。

若年層の職員が少なく、年齢構成に偏りが生じているため、職員の確保及び技術継承に

課題がある。

国が示すいずれの広域化パターン（施設の共同化・管理の一体化・経営の一体化・事業

統合）においても、広域化により費用削減効果が見込まれ、現行の経営形態を継続した

場合と比較して水道料金の上昇の抑制が見込まれる。

｢業務の共同化(施設の共同化・管理の一体化)｣による推計期間の費用削減額は、県全体

で維持管理費が約303億円、建設改良費が約890億円となる。

広域連携を推進することで、事務負担の軽減や組織強化による職員の技術水準向上・技

術継承が期待できる。

１ 水道広域化推進プランの趣旨〔本編Ｐ.１～３〕 ２ 経営の分析〔本編Ｐ.４～36〕

〇

〇

〇

神奈川県水道広域化推進プラン 【概要版】
令和５年３月

神奈川県政策局政策部土地水資源対策課
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(ｱ) 水道事業者等間の調整

【持続可能な神奈川の水道】

多様な広域連携を促進し、将来にわたって、県民に安全で良質な

水の安定的・効率的供給が継続されるよう、オール神奈川で取組

を推進する。

〇

〇

〇

〇

(1) 今後の広域化の推進方針 (2) 今後の具体的取組内容

ア 圏域ごとの取組

イ 広域連携の推進役としての県の取組

ア 広域連携の調整・推進

〇

イ 多様な視点からの調整・推進

広域化シミュレーションの結果、全ての広域化パターンにおいて、将来の費用及び水

道料金の上昇に対して削減効果が見られたことから、段階的に「業務の共同化」から、

具体的な連携方策の検討を始める。

プランにおける圏域や広域化パターン以外であっても、効果が見込まれる連携方策に

ついては、積極的に連携を推進する。

プラン策定後も、圏域ごとにふさわしい連携方策の検討を継続する。

国等の関係機関との調整を図りながら、多様な広域連携を着実に推進していく。

地球温暖化防止への取組や気候変動への対応等、広い視点からも検討を行うこととし、

上流から優先的に取水するなど、位置エネルギーを有効活用した取送水系統にするこ

とで環境負荷低減に努める。

(ｱ) 県東部圏域

広域連携の実現に係る事業者間の意見調整・情報共有を図り、課題解決に向けた取組

を支援する。

関係する事業者が「経営統合（経営の一体化・事業統合）」を希望する場合には、統

合に関する課題解決に向けた取組を支援する。

横須賀市に水源を依存していることから、５事業者の取組を通じて、安定した水源の

確保を維持する。

｢業務の共同化｣に係る連携方策について、仕様の統一やシステム等の更新時期の調整

について検討する。

将来的に｢経営の一体化｣や｢事業統合｣の可能性についても検討する。

〇

〇

〇

｢管理の一体化｣に係る連携方策として、水道メーターの共同購入や業務に使用するシ

ステムの仕様の統一、更新時期等の調整について検討する。

｢施設の共同化｣の可能性を検討し、その結果を踏まえ現有施設の経年化・耐震化状況

を整理し、その対応について費用負担を含めた調整を行う。

将来的に｢経営の一体化｣や｢事業統合｣の可能性についても検討する。

〇

〇

〇

【三浦市】

安全で良質な水の安定的・効率的な供給を継続するため、「施設の共同化」として、

５事業者全体で従前から検討している「水道施設の再構築（水道施設のダウンサイジ

ング等）」、「上流取水の優先的利用」、「取水・浄水の一体的運用」に係る取組を

進める。

〇

(ｲ) 県央部圏域・県西部圏域

水道事業者等が行う経営基盤強化を図るための取組に対し、事業者の要請に応じて技

術面・経営面の助言により支援する。

技術職員の不足が見込まれ、事業継続に懸念がある小規模事業者に対して、事業者間

の人的連携や交流、職員の技術継承や人材育成に向けた取組等を推進・支援する。

国庫補助金の獲得・確保に努めるとともに国庫補助事業の採択基準緩和を要望する。

〇

〇

〇

〇

〇

(ｲ) 水道事業者等への個別支援

３ 今後の広域化に係る推進方針〔本編Ｐ.37～40〕

【５事業者（神奈川県企業庁、横浜市、川崎市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団）】

令和５年３月

神奈川県政策局政策部土地水資源対策課神奈川県水道広域化推進プラン 【概要版】
令和５年３月

神奈川県政策局政策部土地水資源対策課
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横浜市の水道システムの将来の方向性について 
 

 

本市では、水需要の減少が見込まれる中、浄水場などの施設更新に係る財政負担の軽減や、環境負

荷の軽減のため、施設のダウンサイジングや省エネルギー化などの対応が求められていることから、

平成 18 年や 28 年に策定した横浜水道長期ビジョンの考え方に基づき、将来を見据えた水道システ

ムの構築に向けて施設整備を進めています。 

これらを踏まえて、上水道と工業用水道の水道システムの将来の方向性について報告します。 

 

１ 上水道の方向性 

 (1) 上水道の概要とこれまでの施設整備 

   本市は、平成 18 年度時点で、自然流下で導水する「道志川系統」「相模湖系統」の川井浄水

場、鶴ケ峰浄水場、西谷浄水場と、ポンプにより導水する「馬入川系統」の小雀浄水場の４つの

浄水場がありました。平成 18年に策定した横浜水道長期ビジョンにおいて、取水から浄水場ま

での基幹的な施設については、水需要に見合った規模で最適化することを目標とし、水源の水質

に適した浄水処理を行う「１水源１浄水場」や、災害時等における停電の際にも安定して原水を

送ることができる「自然流下系施設の優先的整備」の考え方を掲げ、施設整備を進めてきました。 

 

 

 

  

図１ 上水道の施設概要 

参考資料 

水道・交通委員会資料 

令 和 ５ 年 ２ 月 1 0 日 

水 道 局 
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 (2) 小雀浄水場の将来の検討の方向性 

小雀浄水場は、相模川の下流から取水しており、導水に要するエネルギー消費が大きいことや、

水質事故リスクが高いことに加え、施設の更新にあたっては、取水から導水、浄水施設を一連で

更新するため、多額の費用を要することなど、将来の整備方針を決定する上で大きな課題を抱え

ています。 

このような状況の中、将来的に水需要が減少傾向にあることや、西谷浄水場の再整備により施

設能力を増強することを踏まえると、小雀浄水場については、廃止を視野に入れ将来の方向性を

検討する必要があります。 

本市では、給水の安定性を確保するために、一つの浄水場が停止した場合でも給水を継続でき

るよう予備力を確保しており、小雀浄水場の将来の方向性を検討する上で、予備力を含んだ給水

能力の確保は重要なポイントとなってきます。 

将来必要な給水能力を確保する方法としては、①本市が単独で小雀浄水場を更新する方法と、

②県内の５水道事業者（神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、企業団）との広域連携により、

小雀浄水場を廃止したうえで、企業団の浄水場の増強や送水管等の整備を行う方法があります。 

小雀浄水場の方向性の検討においては、２つの方法におけるコストや給水の安定性、環境負荷

軽減の面から、どちらが最適となるか総合的に検討しています。 
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２ 工業用水道の方向性 

 (1) 工業用水道の概要とこれまでの施設整備 

本市の工業用水道（工水）には、自然流下で導水する「相模湖系統」とポンプにより導水する

「馬入川系統」の２つの系統があり、取水・導水は上水道と同じ施設を使用しています。 

「相模湖系統」については、沼本地点で取水した後、主に鶴ケ峰沈でん池へ導水し、鶴見区、

神奈川区、西区、保土ケ谷区等の 44ユーザーへ給水しています。「馬入川系統」については、寒

川地点で取水した後、工水小雀沈でん池へ導水し、戸塚区、栄区、中区、磯子区の 24 ユーザー

へ給水しています。 

 

 

工水は、沈でん池から単一の管路でユーザーに給水していることから、断水リスクに備え、老

朽管の更新・耐震化とともに、上水道からのバックアップ施設の整備を進めてきました。 

現在、創設から 60年以上が経過し主要管路の更新時期を迎えています。 

相模湖系統（昭和 35年建設）は、東寺尾送水幹線（口径 1,100mm）の更新工事を進めており、

馬入川系統（昭和 40年建設）は、馬入配水幹線（口径 1,200mm）が、今後更新時期を迎える状況

にあります。 

 

 (2) 工水小雀沈でん池を含む馬入川系統の将来の検討の方向性 

カーボンニュートラルを目指す脱炭素化の流れや主力事業の転換など、ユーザーにおける生

産体制の再構築が進み、将来は水需要が減少していくことが見込まれ、相模湖系統の施設のみで

給水できる可能性があります。 

このことから、導水に要するエネルギー消費が大きい工水小雀沈でん池を含む馬入川系統施

設を廃止し、相模湖系統施設に統合してダウンサイジングすることも視野に入れて検討する必

要があります。 

仮に統合した場合は、取水からユーザーに至るまで、自然流下による給水が可能となり、大規

模停電時などの断水リスクや環境負荷の低減化が期待できます。 

このため、馬入川系統の施設を更新していく場合と、相模湖系統に統合し、必要となる新たな

管路等を整備していく場合について、コストや給水の安定性、環境負荷軽減の面から、どちらが

最適となるか総合的に検討しています。 

  

図３ 工業用水道の施設概要 
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３ 未利用水利権の活用 

  仮に小雀浄水場や工水小雀沈でん池を廃止した場合には、現在取水している寒川地点での水利

権が未利用となります。その水利権を、増強する企業団の浄水場が取水する社家地点に変更するこ

とや、さらに上流のエネルギー面で有利な沼本地点で有効活用することについて、河川管理者等の

関係者と引き続き協議を進めていきます。 

  水利権に係る協議については、神奈川県全体の水利用に係る計画を示す必要があることから、引

き続き５水道事業者で連携して取り組んでいきます。 

 

  

 

４ 今後の進め方 

市民やユーザーにとって最適な水道システムとなるよう上水道と工業用水道の検討を進め、令

和５年度中を目途に本市の水道システムの将来の方向性をまとめていきます。 

今後も随時、進捗状況を市会へ報告していきます。 

 

図４ 未利用水利権の活用のイメージ 
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